
 皆さんも一度は目にしたことがあるスズメバチ、マムシ、ムカデなどの危険生物は、自然の中に生息し

ています。被害を受けることで最悪の場合は死に至る事もあります。しかし、恐れるばかりでなく、野外

における危険生物について理解し、事前の対処法や応急処置について学んで危険を回避できるように

しましょう。 
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スズメバチ 
日本の有毒生物の中で最も死者数が多いのが蜂で、毎年２０人ほどの死者を出しています。 

 

マムシ 

ムカデ 

・近づかない 

・巣などを発見した場合は 専門の駆除業者に

連絡しましょう。 

・服装は黒色の服や明るい色を避ける。香りの強

い香水を控える。 

・山や森林地は帽子、長袖、長ズボンを着用し肌

の露出を最小限に。 

・見かけたら静かにその場を

離れましょう。他にもマムシ

がいる可能性があるため、

周囲に注意を払いながら移

動しましょう。 

・山や草むらを歩くときは肌

の露出を最小限にしましょ

う。 

※ もし、刺されたら 

・その場から離れ、氷や冷たいタオルなどで冷やす。ま

た、様子がおかしいと思ったら、重症化する可能性が

あるため、 

すぐに医療機関を受診し

ましょう。 

見た目に反して、ヘビはかなり臆病な性格で、意外にもストレスに弱い生き物です。 

※ もし、噛まれたら 

・噛まれた部分を出来るだけ動かさず、心臓よりの低い位置に保ちま

しょう。毒の回りが遅くなります。 

・傷口を吸い出したりせず、圧迫帯の使用は推奨外のため避けましょう。

また、速やかに医療機関を受診してください。可能であれば

救急車を呼び、噛まれたことを伝えましょう。 

手入れが行き届いていない庭などを、放置している時間が長いほど、ムカデが繁殖しやすいです。 

・ムカデの侵入を防ぐために

家の隙間を塞いだり、湿気

の多い場所を換気しましょ

う。 

・家を定期的に清掃し、殺虫

剤などを準備しておくと安

心です。 

※ もし、噛まれたら 

・噛まれた部分を冷たい水で洗い流し、氷やタオルで冷やします。可能

であれば消毒してください。噛まれた部分がひどく腫れたり、痛みが

強い場合は医療機関を受診してください。 

・消防職員のヘルメットからもムカデが発見され、気づかなければ噛

まれていたところでした。皆さんも、帽子、ヘルメット、長靴などにム

カデが潜んでいる可能性がありますので、注意してください。 

さて、代表的な危険生物を見て行きましょう。 



救急出動件数 

 

救急車の適正利用について 

 木更津市では、救急車の利用者の６割近くの方が、入院の必要のない軽症の患者となっていま

す。 救急車は６台（夜間は５台）で運用しており、出動件数が多くなると遠方にある救急車が出

動することになり、現場への到着が遅れてしまうことがあります。 

  １１９番通報する前に救急車が本当に必要か、自家用車やタクシーなど一般の交通機関を利用

できないか、もう一度考えてください。ご協力をお願いします。 

  救急車は限られた資源です。 本当に救急車を必要としている方のためにも、救急車の適正な利

用をお願いします。 

 

救急搬送内訳 

 「もし、救急車を呼ぶか悩んだ時は、、、」  

 ・救急安心電話相談 ＃７11９又は03-6810-1636 （平日、土曜日 １８：００から翌朝8：００／日曜日、祝日等 ９：００から翌朝8：００）          

 ・こども急病電話相談 ＃８０００又は043-242-9939 （毎日１９：００から翌朝8：００） 

 この救急安心電話は、救急車を呼ぶか・病院に行くか悩んだ時に電話をするとアドバイスしてくれる無料相談電話です。 

 

令和元年から令和５年までの本市の救急出動件数調べ

令和５年の本市の程度別搬送人員調べ 

 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

野外焼却（野焼き）は禁止されています  
  

木更津市では野外焼却（野焼き）から延焼拡大し、火災になった事例が多数発生しいま

す。法律の改正により平成１３年４月から廃棄物の野外焼却は、次を除き原則禁止されて

います。 

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの 

・風俗習慣上又は宗教上の行事、焚き火・キャンプファイヤーなど軽微なもの 

違反した場合は罰則が設けられています。火をつける前に、今一度ご確認ください。 

これらの野外焼却をする場合に消防署では「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれの

ある行為の届出書」を受け付けています。これは、消防署がその実施状況や消火の準備状況を把

握するために提出を条例で定めているもので、焼却することを許可又は承認するものではありま

せん。 

なお、オンラインで届出をすることもできます。右の二次元コード

を読み取っていただくか、木更津市役所公式ホームページトップ画面

の「オンライン申請」をクリックし、ご活用ください。 

死亡 

137名 

その他 

4名 

軽症 

4180名 

重症 

271名 

中等症 

2728名 

■ 軽症 

■ 中等症 

■ 重症 

■ 死亡 

■ その他 


